
広報しょうわ　お知らせ版　No.062 (1)

お
知
ら
せお

願
い

■ 令和 4年 2月 16日発行　No.062
■ 編集・発行　昭和村役場　総務課　企画創生係
〒 968-0103 福島県大沼郡昭和村大字下中津川字中島 652
 TEL 0241-42-7717　FAX 0241-57-3044（代表）

▲  

今回のお知らせ版掲載一覧　

　1ページ
　2ページ
　
　3ページ
　

　4ページ
　～7ページ
　8ページ
　～12ページ

　1ページ

・事業・イベント等の中止等について
・流雪溝グレーチング（蓋）の適切な使用について
・診療所からのお知らせ
・昭和村放課後児童クラブ令和４年度の利用申込みについて
・新しいファミたんカードの配布について

・令和4年度　会計年度任用職員の募集について

・令和4年度　委託業務受託者募集について

・「村民満足度調査」回答のお願い

周知

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

回答期限を延長します！

「村民満足度調査」回答のお願い
　2月 14日を回答期限として実施していた「村
民満足度調査」ですが、回答期限を 2月 25日
まで延長しますので、回答がお済みでない方は、
回答へのご協力をお願いいたします。

　1月に郵送させて頂いた調査票が届いている
16歳以上の方、すべてが調査対象となります。

　村民満足度調査とは？
昭和村第 6次振興計画では、その施策や事
業がどの程度村民生活へ影響を与えている
のか（効果があるのか）を、各分野の満足
度をアンケート調査により効果測定を行う
こととしています。

　問 総務課 企画創生係 ☎  42-7717

お願い
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う

事業・イベント等の中止等について

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
ため、次の事業・イベント等は中止等となりま
すので、お知らせします。

日程 イベント・事業名 区分

2月19日 少年教室「スキー教室」 中止

2月25日 文化協会・千歳学級合同
文化研修会 延期

2月下旬 古文書教室 延期

2月下旬 からむし織の里雪まつり 中止

3月4日 小中一貫教育講演会 中止

3月5,6日 老人作品展示会 中止

　問 新型コロナウイルス感染症対策本部
　　（保健福祉課） ☎ 57-2645

周知

お願い

募集
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▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

診療所からのお知らせ

　直近の診療日をご案内いたします。

　コロナウイルス感染症対策のため、来所の際
は自宅で体温を測っていただき、必ずマスクを
着用願います。
　発熱等の症状がある場合には来所しないで、
(家族も含む )まずお電話でご相談ください。
　（国保診療所　57-2255）
○ 内科は毎週水曜日が一般外来休診日です。
　（検査・昭和ホーム回診・往診日、急患応相談）
○ 歯科は完全予約診療です。
　（急患応相談、事前にお電話ください。）
○ 土日祝日は休診です。

月日 内科　　　歯科 バス
2月 16日（水） 検査日 ○

17日 (木 ) 　○ ○ 松山～野尻

18日 (金 ) 　○ ○ 大芦

21日 (月 ) 　○ ○ 下中津川

22日 (火 ) 　○ ○ 小中津川～両原、小野川

23日 (水 ) 祝日 祝日 天皇誕生日

24日 (木） 　○ ○ 松山～野尻

25日 (金） 　○ ○ 大芦

28日 (月 ) 　○ ○ 下中津川

3月 1日（火） 　○ ○ 小中津川～両原、小野川

2日（水）検査日 ○
3日（木） 　○ ○ 松山～野尻

4日（金） 　○ ○ 大芦

7日（月） 　○ ○ 下中津川

８日（火） 　○ ○ 小中津川～両原、小野川

○ 内科
　  午前  9:00～11:30 (受付11:15まで)
　  午後14:00～16:00 (受付16:00まで)
○  歯科
　  午前 9:00～ 11:30
　  午後 13:30～ 16:00
　問 診療所 ☎  57-2255

周知流雪溝グレーチング（蓋）の
適切な使用について

　村内国道等の側溝を流雪溝として利用してい
る箇所のグレーチング（蓋）の安全な取扱いに
ついて以下のとおりお願いいたします。

〇使用しない時はグレーチングを閉めること。
→歩行者の転落や通行車両への接触の危険が
あります。

〇開閉式グレーチングに付属する転落防止ガー
ド（網）を外して道路付近に置かないこと。
→通行車両が接触する事案が村内で発生しま
した。重大な人身事故や物損事故の危険性も
あります。

　問 産業建設課 建設係 ☎  57-2123

周知
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▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

子育て応援パスポート

新しいファミたんカードの配布について
　福島県では、子育て中の方が協賛店で「子育
て応援パスポート（ファミたんカード）」を提示
すると、様々なサービスを受けることができる
事業を実施しています。

　現在配布しているカードの有効期限が令和４
年３月末までとなっていますので、新しいファ
ミたんカードを、保育所、学校等を通してお子
さんに配布します。お子さんが保育所等に所属
されていない場合や、3月末までに受け取れな
かった場合、カードをなくしてしまった場合は、
保健福祉課でお申込みください。

【対象】0歳から 18歳未満（18歳に達して最初
　　　 の 3月 31日を迎えるまで）の子ども
【配付枚数】対象者一人につき 1枚
※各種サービスの提供は協賛店のご厚意による
ものです。

※ファミたんカードを使用する際は、ご利用の
前に必ずお店の方にサービス内容を確認して
ください。

※平成 28年 4月より、子育て支援パスポート
の全国共通展開が始まっており、新しいカー
ドは全国で利用可能です。

　問 保健福祉課 ☎  57-2645

昭和村放課後児童クラブ

令和４年度の利用申込みについて
　村では、保護者が仕事などで昼間家庭にいな
い小学生を対象として、放課後や長期休業時に
子どもたちの遊びや生活支援を行う「放課後児
童クラブ」を設置しています。令和４年４月か
ら放課後児童クラブのご利用を希望される方は
必要書類を送付いたしますので２月２８日（月）
までに保健福祉課へご連絡ください。
　なお、4月に小学校に入学する児童と、現在利
用している児童の保護者の方には個別にご案内
を送付します。
●対象となる方　日中保護者が就労などにより
　　　　　　　　家庭にいない昭和小学校児童

●活動場所　昭和村公民館 2階　視聴覚室
●平日開所時間　放課後から午後 6時まで
●長期休業時間　　午前８時～午後 6時まで
●おやつ代　　一回あたり 70円
●休日　土日祝、お盆や正月など

　問 保健福祉課 ☎  57-2645

周知周知
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令和 4年度　会計年度任用職員の募集について

　地方公務員法に基づき期限を定めて任用される一般職の非常勤職員（旧名称：臨時職員）を
募集します。募集の概要をお知らせしますので、詳細は各担当係までお問い合わせください。　

業 務 内 容 事務補助員 事務補助員 事務補助員

募 集 人 数 1名 1名 1名

勤 務 地 昭和村役場　出納室
昭和村役場

総務課企画創生係
昭和村役場産業建設課

必 要 資 格 / 経 験 PC操作、普通自動車免許

雇 用 期 間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日まで

勤 務 日 毎週月曜日から金曜日まで

勤 務 時 間
午前 8時 30分
～午後 5時まで

午前 8時 30分
～午後 5時 15分まで

午前 8時 30分
～午後 5時まで

給料 /報酬、手当等 日額　7,086円～ 月額　149,300円 日額　7,086円～

社 会 保 険
健康保険、厚生年金保険、
雇用保険

健康保険、厚生年金保険、
退職手当

健康保険、厚生年金保険、
雇用保険

服 務
一般職の地方公務員として、守秘義務、職務専念義務など服務上の規程が適用
されます。

応 募 締 切 令和 4年 3月 11日 (金 )午後 5時まで

応 募 方 法
履歴書・健康診断書を提出してください。履歴書は市販のもので結構です。
診断書については、今年度に職場や村で健康診断を受けている場合はその写し
で結構です。

選 考 方 法 提出書類の審査等にて決定します。

提出先
係 名 総務係 企画創生係 産業係

電話番号 ☎ 57-2111 ☎ 42-7717 ☎ 57-2117

募集

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。
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令和 4年度　会計年度任用職員の募集について（続き）

業 務 内 容 道路維持作業員 道路維持作業員 (運転手 ) 道路維持作業員
(施工管理補助 )

募 集 人 数 3名 3名 1名

勤 務 地 村内

必 要 資 格 / 経 験 普通自動車免許
中型自動車免許 (8t限定可 )
作業免許、大型特殊免許

PC操作、
普通自動車免許

雇 用 期 間 令和 4年 4月 1日～ 12月 31日まで 令和 4年 4月 1日～
令和 5年 3月 31日まで

勤 務 日
毎週月曜日から金曜日まで

※土日祝祭日でも緊急的な作業がある場合は勤務日になります。

勤 務 時 間
午前 8時 30分～午後 5時まで
※緊急的な作業の場合、残業あり。

給料 /報酬、手当等 日額　7,708円～ 日額　8,339円～ 日額　7,708円～

社 会 保 険 健康保険、厚生年金保険、雇用保険

服 務
一般職の地方公務員として、守秘義務、職務専念義務など服務上の規程が適用
されます。

応 募 締 切 令和 4年 3月 11日 (金 )午後 5時まで

応 募 方 法
履歴書・健康診断書を提出してください。履歴書は市販のもので結構です。診
断書については、今年度に職場や村で健康診断を受けている場合はその写しで
結構です。

選 考 方 法 提出書類の審査等にて決定します。

提出先
係 名 建設係

電話番号 ☎ 57-2123

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。
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令和 4年度　会計年度任用職員の募集について（続き）　

業 務 内 容
保育所業務補助員

（給食調理・保育補助業務）
保育士 歯科衛生士

募 集 人 数 1名 1名 1名

勤 務 地 昭和村保育所 昭和村保育所 昭和村国民健康保険診療所

必 要 資 格 / 経 験 普通自動車免許
保育士免許、PC操作、
普通自動車免許

歯科衛生士免許

雇 用 期 間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日まで

勤 務 日
毎週月曜日から
金曜日まで

毎週月曜日から金曜日ま
で※土日祝祭日でも行事
がある場合は勤務日にな

ります。

毎週月曜日から
金曜日まで

勤 務 時 間
午前 8時 30分
～午後 5時まで

午前 8時 30分
～午後 5時まで

※早番（午前 7時 30分～）・
遅番（午後 6時まで）あり

午前 8時 30分
～午後 5時 15分まで

給料 /報酬、手当等 日額　7,086円～ 日額　7,912円～ 月額　229,300円

社 会 保 険 健康保険、厚生年金保険、雇用保険
健康保険、厚生年金保険、

退職手当

服 務
一般職の地方公務員として、守秘義務、職務専念義務など服務上の規程が適用
されます。

応 募 締 切 令和 4年 3月 11日 (金 )午後 5時まで

応 募 方 法

履歴書・健康診断書を提
出してください。履歴書
は市販のもので結構です。
診断書については、今年
度に職場や村で健康診断
を受けている場合はその
写しで結構です。

履歴書、健康診断書に加え、資格免許・資格証等の
写しを提出ください。

選 考 方 法 提出書類の審査等にて決定します。

提出先
係 名 保健福祉課 診療所

電話番号 ☎ 57-2645 ☎ 57-2255
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令和 4年度　会計年度任用職員の募集について（続き）　

業 務 内 容
保育所業務補助員

（給食調理・保育補助業務）
保育士 歯科衛生士

募 集 人 数 1名 1名 1名

勤 務 地 昭和村保育所 昭和村保育所 昭和村国民健康保険診療所

必 要 資 格 / 経 験 普通自動車免許
保育士免許、PC操作、
普通自動車免許

歯科衛生士免許

雇 用 期 間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日まで

勤 務 日
毎週月曜日から
金曜日まで

毎週月曜日から金曜日ま
で※土日祝祭日でも行事
がある場合は勤務日にな

ります。

毎週月曜日から
金曜日まで

勤 務 時 間
午前 8時 30分
～午後 5時まで

午前 8時 30分
～午後 5時まで

※早番（午前 7時 30分～）・
遅番（午後 6時まで）あり

午前 8時 30分
～午後 5時 15分まで

給料 /報酬、手当等 日額　7,086円～ 日額　7,912円～ 月額　229,300円

社 会 保 険 健康保険、厚生年金保険、雇用保険
健康保険、厚生年金保険、

退職手当

服 務
一般職の地方公務員として、守秘義務、職務専念義務など服務上の規程が適用
されます。

応 募 締 切 令和 4年 3月 11日 (金 )午後 5時まで

応 募 方 法

履歴書・健康診断書を提
出してください。履歴書
は市販のもので結構です。
診断書については、今年
度に職場や村で健康診断
を受けている場合はその
写しで結構です。

履歴書、健康診断書に加え、資格免許・資格証等の
写しを提出ください。

選 考 方 法 提出書類の審査等にて決定します。

提出先
係 名 保健福祉課 診療所

電話番号 ☎ 57-2645 ☎ 57-2255

令和 4年度　会計年度任用職員の募集について（続き）　

業 務 内 容 複式学級支援講師
特別支援教育等
支援員

中学校事務職員 社会教育指導員

募 集 人 数 2名 1名 1名 1名

勤 務 地 昭和小学校 中学校 昭和村公民館

必 要 資 格 / 経 験 小学校教員免許、PC操作、
普通自動車免許

PC操作、普通自動車免許

雇 用 期 間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日まで

勤 務 日
毎週月曜日から金曜日まで

※土日祝祭日でも行事がある場合は勤務日になります。

勤 務 時 間
午前８時～午後４時

※行事等がある場合は前後する事あり

午前 8時 30分
～午後 5時まで
※行事等がある場合
は前後する事あり

給料 /報酬、手当等 日額　14,000円～日額　10,500円～ 日額　7,783円～ 日額　7,783円～

社 会 保 険 健康保険、厚生年金保険、雇用保険

服 務
一般職の地方公務員として、守秘義務、職務専念義務など服務上の規程が適用
されます。

応 募 締 切 令和 4年 3月 11日 (金 )午後 5時まで

応 募 方 法
履歴書、健康診断書に加え、資格免許
証等の写しを提出ください。

履歴書・健康診断書を提出してくださ
い。
履歴書は市販のもので結構です。
診断書については、今年度に職場や村
で健康診断を受けている場合はその写
しで結構です。

選 考 方 法 提出書類の審査等にて決定します。

提出先
係 名 教育委員会

電話番号 ☎ 57-2114

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。
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募集 令和 4年度　委託業務受託者募集について

　委託業務の受託者について募集します。募集の概要をお知らせしますので、詳細は各担当係までお問い
合わせください。

　

業 務 内 容 役場宿直業務 役場庁舎清掃業務
簡易水道施設
管理補助業務

募 集 人 数 2名 1名 1名

勤 務 地 昭和村役場
昭和村役場
昭和村公民館

村内水道施設
（松山～小野川）

必 要 資 格 / 経 験 普通自動車免許 普通自動車免許

雇 用 期 間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日まで

業 務 日 シフト制 毎週月曜日～金曜日まで
毎週火曜日・木曜日
土日祝祭日・年末年始

業 務 時 間
午後 5時 15分～
午前 8時 15分 午前 8時～午後 5時 4時間～ 6時間

（業務所要時間）

委 託 額 日額　6,700円 日額　6,624円 日額　7,310円

服 務 契約書に基づき、業務上知り得た情報には守秘義務が発生します。

応 募 締 切 令和 4年 3月 11日 (金 )午後 5時まで

応 募 方 法
委託業務受託申込書・健康診断書を提出してください。
受託申込書は担当係で配布しています。
診断書については、今年度村の総合検診を受診した場合はその写しで結構です。

選 考 方 法 提出書類の審査等にて決定します。

提出先
係 名 総務係 建設係

電話番号 ☎ 57-2111 ☎ 57-2123

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。
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令和 4年度　委託業務受託者募集について（続き）

業 務 内 容
矢ノ原湿原トイレ及び
喰丸小清掃業務

奥会津昭和の森管理業務 喰丸小管理業務

募 集 人 数 1名 2名 2名

勤 務 地
矢ノ原湿原トイレ

喰丸小
奥会津昭和の森
キャンプ場

喰丸小

必 要 資 格 / 経 験 普通自動車免許

雇 用 期 間
令和 4年 4月 1日～
令和 5年 3月 31日まで

令和 4年 4月 16日～
令和 4年 11月 6日まで

(予定 )

令和 4年 4月 1日～令和
5年 3月 31日まで

業 務 日 2日に 1回程度 シフト制 毎週土・日曜日及び祝日

業 務 時 間 １回 6時間程度 午前 9時～午後４時 午前 9時～午後 5時まで

委 託 額 １回　4,968円 日額　7,100円 日額 5,796円

服 務 契約書に基づき、業務上知り得た情報には守秘義務が発生します。

応 募 締 切 令和 4年 3月 11日 (金 )午後 5時まで

応 募 方 法
所定の応募用紙に記入の上、提出してください。応募用紙は観光交流係にあり
ますので、希望される方はご来館ください。

選 考 方 法 提出書類の審査等にて決定します。

提出先
係 名 観光交流係

電話番号 ☎ 57-2124

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。
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令和 4年度　委託業務受託者募集について（続き）

業 務 内 容 すみれ荘宿直業務 すみれ荘清掃業務
放課後児童クラブ
支援員業務

募 集 人 数 2名 1名 2名

勤 務 地 すみれ荘 すみれ荘 昭和村公民館

必 要 資 格 / 経 験 特になし
放課後児童クラブ支援員
又は支援員講習受講の意

志がある方

雇 用 期 間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日まで

業 務 日 シフト制 村が指定する日 村が指定する日

業 務 時 間
午後 5時 15分～
午前 8時 15分 午前 9時～午後 4時 村が指定する時間

委 託 額 日額　6,700円 時給　828円 時給　916円

服 務 契約書に基づき、業務上知り得た情報には守秘義務が発生します。

応 募 締 切 令和 4年 3月 11日 (金 )午後 5時まで

応 募 方 法

委託業務受託申込書・健康診断書を提出してくださ
い。受託申込書は担当係で配布しています。
診断書については、今年度村の総合検診を受診した
場合はその写しで結構です。

委託業務受託申込書・健
康診断書・資格証写しを
提出してください。受託
申込書は担当係で配布し
ています。
診断書については、今年
度村の総合検診を受診し
た場合はその写しで結構
です。

選 考 方 法 提出書類の審査等にて決定します。

提出先
係 名 保健福祉課

電話番号 ☎ 57-2645

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。
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令和 4年度　委託業務受託者募集について（続き）

業 務 内 容 見守り支援活動業務 廃棄物処理業務 資源ごみ回収業務

募 集 人 数 2名 1名 2名

勤 務 地 村内 村内 村内

必 要 資 格 / 経 験 普通自動車免許 中型自動車免許
中型自動車免許又は
普通自動車免許

雇 用 期 間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日まで

業 務 日 村が指定する日

業 務 時 間 村が指定する時間

委 託 額 日額　5,496円 委託契約書に基づく 日額　7,890円

服 務 契約書に基づき、業務上知り得た情報には守秘義務が発生します。

応 募 締 切 令和 4年 3月 11日 (金 )午後 5時まで

応 募 方 法
委託業務受託申込書・健康診断書を提出してください。受託申込書は担当係で
配布しています。
診断書については、今年度村の総合検診を受診した場合はその写しで結構です。

選 考 方 法 提出書類の審査等にて決定します。

提出先
係 名 保健福祉課

電話番号 ☎ 57-2645

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。
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～こねっと！加盟社会福祉協議会の各種相談会のお知らせ～ 

特設相談は、お住まいの町村以外でも無料で相談することができます。 

事前に電話でお問い合わせください。また、各町村社協では月曜日から 
金曜日の午前 9時から午後 5時まで電話相談もおこなっております。 

（社福）いのちの電話 
毎日午前 10時～午後 10時 

様々な悩みに苦しむ方々の相談に

あたっています 

TEL 024-536-4343 

福島いじめ SOS 
24時間対応 

いつでも相談を！ 

TEL 0120-916-024 
福島県教育委員会 

午前 9時から午後 9時 

祝祭日、年末年始を除く毎日 

TEL 024-522-1010 

障がい者 110番 
月曜日～金曜日 

午前 8時 30分～午後 5時 

TEL 024-563-5110 

福島県高齢者総合相談センター 

月曜日～金曜日 

午前 9時～午後 5時 

TEL 024-524-2225 

法テラス日本司法支援センター 

平日午前 9時～午後 9時 

TEL 0570-078374 
解決に役立つ法律制度や、最適

な相談機関を紹介します 

電話相談 特設相談 お問い合わせ先 

月
曜
日
か
ら
金
曜
日 

 

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で 

特設相談はありません 

電話相談をご利用ください 

会津坂下町 
社会福祉協議会 

      0242-83-1368 

3月 7日（月） 
3月２8日（月） 
午前 9時 30分～正午 

西会津町 
社会福祉協議会 

      0241-45-4259 

  

3 月８日（火） 
 午前 9時 00分～正午 

柳津町 
社会福祉協議会 

      0241-42-3418 

特設相談はありません 

電話相談をご利用ください 

三島町 
社会福祉協議会 

      0241-52-3344 

特設相談はありません 
電話相談をご利用ください 

金山町 
社会福祉協議会 

      0241-55-3336 

特設相談はありません 

電話相談をご利用ください 

昭和村 
社会福祉協議会 

      0241-57-2655 
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ここねねっっとと！！  
発 行 
会津坂下町社会福祉協議会 三島町社会福祉協議会 
西会津町社会福祉協議会  金山町社会福祉協議会 

柳津町社会福祉協議会   昭和村社会福祉協議会 

令和 4年 

3 月号 

心配ごと 
相 談  

電話相談 
開設日 

令和 4年度　委託業務受託者募集について（続き）

業 務 内 容
民具整理・聞き取り調査・古文書整理・

展示活用業務
矢ノ原湿原保護監視業務

募 集 人 数 2名 1名

勤 務 地 昭和村公民館　他 矢ノ原湿原

必 要 資 格 / 経 験 普通自動車免許、PC操作 普通自動車免許
経験がある方

雇 用 期 間
令和 4年 4月 1日～
令和 5年 3月 31日まで

令和 4年 4月 1日～
令和 4年 11月 30日まで

業 務 日
週３日～５日程度
（業務量に応じて）

月 2日程度

業 務 時 間
1日 7時間程度
（業務量に応じて）

1日 4時間

委 託 額 日額　7,230円 時給　932円

服 務 契約書に基づき、業務上知り得た情報には守秘義務が発生します。

応 募 締 切 令和 4年 3月 11日 (金 )午後 5時まで

応 募 方 法

委託業務受託申込書・健康診断書を提出してください。受託申込書
は担当係で配布しています。
診断書については、今年度村の総合検診を受診した場合はその写し
で結構です。

選 考 方 法 提出書類の審査等にて決定します。

提出先
係 名 教育委員会

電話番号 ☎ 57-2114



 
 
 
 
 

～こねっと！加盟社会福祉協議会の各種相談会のお知らせ～ 

特設相談は、お住まいの町村以外でも無料で相談することができます。 

事前に電話でお問い合わせください。また、各町村社協では月曜日から 
金曜日の午前 9時から午後 5時まで電話相談もおこなっております。 

（社福）いのちの電話 
毎日午前 10時～午後 10時 

様々な悩みに苦しむ方々の相談に

あたっています 

TEL 024-536-4343 

福島いじめ SOS 
24時間対応 

いつでも相談を！ 

TEL 0120-916-024 
福島県教育委員会 

午前 9時から午後 9時 

祝祭日、年末年始を除く毎日 

TEL 024-522-1010 

障がい者 110番 
月曜日～金曜日 

午前 8時 30分～午後 5時 

TEL 024-563-5110 

福島県高齢者総合相談センター 

月曜日～金曜日 

午前 9時～午後 5時 

TEL 024-524-2225 

法テラス日本司法支援センター 

平日午前 9時～午後 9時 

TEL 0570-078374 
解決に役立つ法律制度や、最適

な相談機関を紹介します 

電話相談 特設相談 お問い合わせ先 

月
曜
日
か
ら
金
曜
日 

 

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で 

特設相談はありません 

電話相談をご利用ください 

会津坂下町 
社会福祉協議会 

      0242-83-1368 

3月 7日（月） 
3月２8日（月） 
午前 9時 30分～正午 

西会津町 
社会福祉協議会 

      0241-45-4259 

  

3 月８日（火） 
 午前 9時 00分～正午 

柳津町 
社会福祉協議会 

      0241-42-3418 

特設相談はありません 

電話相談をご利用ください 

三島町 
社会福祉協議会 

      0241-52-3344 

特設相談はありません 
電話相談をご利用ください 

金山町 
社会福祉協議会 

      0241-55-3336 

特設相談はありません 

電話相談をご利用ください 

昭和村 
社会福祉協議会 

      0241-57-2655 
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ここねねっっとと！！  
発 行 
会津坂下町社会福祉協議会 三島町社会福祉協議会 
西会津町社会福祉協議会  金山町社会福祉協議会 

柳津町社会福祉協議会   昭和村社会福祉協議会 

令和 4年 

3 月号 

心配ごと 
相 談  

電話相談 
開設日 



 

 

 

 

 

 

 社会福祉協議会では、ボランティア活動をする方々へ保険加入のご案内をしておりま
す。ご加入いただくためには、社会福祉協議会への登録が必要になりますので、詳しくは

社会福祉協議会へお問い合わせください。 
 

プラン 
 

保険金額 
基本プラン 

天災・地震補償 

プラン 

【新設】 

特定感染症 

重点プラン 

ケ
ガ
の
補
償 

死亡保険金 １，０４０万円 

後遺障害保険金 １，０４０万円（限度額） 

入院保険金日額 ６，５００万円 

手術保険金 

入院中

の手術 
６５，０００円 

外来の

手術 
３２，５００円 

通院保険金日額 ４，０００円 

特定感染症 
補償開始日から１０日以内は 

補償対象外 
初日から補償 

地震・噴火・津波によ

る死傷 
× 〇 〇 

賠
償

責
任 

賠償責任保険金 

（対人・対物共通） 
5億円（限度額） 

年間保険料 350円 500円 550円 

 

補償期間 令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで 
（途中加入の場合は、加入申し込み手続き完了日の翌日から令和 5年 3月 31日までとなります） 

 

【お問合せ先】 
 大沼郡昭和村大字小中津川字石仏 1836 

保健・医療・福祉総合センター「すみれ荘」内 

昭和村社会福祉協議会 電話 57-2655 

令和 4年度 ボランティア活動保険について 


